
株式会社快英社 一般事業主行動計画 
 

 社員が仕事と子育ての両立させることができ、社員全員が働きやすい環境を作ることに

よって、その個々の能力を発揮させることができるようにする。 

 

１．計画期間 

２０１６年１２月１日～２０２０年１１月３０日 

 

 

２．☆内容 育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備 

・育児休業期間中の代替要員確保や業務内容、業務体制の見直し 

  ・育児休業後における原職または原職相当職への復帰のための業務内容や業務体制の

見直し 

  ☆ 育児介護休業方法に基づく育児休業等、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基

準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知 

 

３．対策 

   ２０１６年１２月～ 改正育児休業・介護休業法に基づいた就業規則の周知 

   ２０１７年１月 ～ 改正育児休業・介護休業法に基づいた就業規則実施 

   ２０１７年１月 ～ 子育て中の労働者の勤務時間や業務体制の検討・実施 

   ２０１８年１月 ～ 実施状況の確認・検討 

   


